
１. 問題の所在

法人税法��条２項は昭和��年度税制改正に
より規定され, 法人税法における課税所得の

計算上, ｢益金の額｣ に算入される収益の額

を以下の通り定めている｡

内国法人の各事業年度の所得の金額の計

算上当該事業年度の益金の額に算入すべき

金額は, 別段の定めがあるものを除き, 資

産の販売, 有償又は無償による資産の譲渡

又は役務の提供, 無償による資産の譲受け

その他の取引で資本等取引以外のものに係

る当該事業年度の収益の額とする｡

同条項では, ｢無償による資産の譲渡又は

役務の提供｣ (以下, ｢無償取引１),２)｣ という｡)

が収益の額に含まれることを明確にしている｡

しかし, 企業会計上は無償取引から収益が生

じるという会計処理は存在せず３), 法人税法
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１) 無償取引とは一般に, ｢無償による取引｣ を
示す用語であり, 法人税法��条２項においては
｢無償による資産の譲渡又は役務の提供, 無償
による資産の譲受け｣ が該当するものと解され
る｡ この場合, 無償による資産の譲受けが益金

の額に算入されることは, 社会通念上当然のこ
とであるから本稿においては検討対象から除外
し, ｢無償による資産の譲渡又は役務の提供｣
を無償取引と定義し検討を進める｡
２) 無償取引には, 一般に低額取引が含まれてい
ると解されるが, 条文からは低額取引の取扱い
について読み取ることはできないため, 解釈論
上の問題が残る｡ 低額取引の取扱いには諸説存
在するが, 大きく分けて消極説, 積極説及び混
合取引説の３つに集約できる｡ まず, 低額取引
を有償取引であるとする見解が消極説であり,
金子 [����] ではこの消極説がとられている
(���頁)｡ これに対し低額取引は無償取引であ
るとする見解が積極説である｡ さらに, 低額取
引を有償取引の部分と無償取引の部分に分け,
その両方が行われたとする見解が混合取引説で
ある｡ 大淵 [����] ではこの混合取引説が採用
されている (��頁)｡ なお, 最高裁判決におい
ては, 資産の低額取引が行われた場合には, 譲
渡時における当該資産の適正な価額をもって法
人税法��条２項における資産の譲渡にかかる収
益の額にあたると判示されている (平成７年��
月��日最判民集��巻��号����頁)｡
３) 昭和��年��月��日, 企業会計審議会により公
表された ｢税法と企業会計との調整に関する意
見書｣ では, ｢資産を無償譲渡又は低額譲渡し
た場合に, 当該資産の適正時価を導入して収益
を計上することの当否については, 企業会計原
則はまだ何ら触れるところではないので, これ
らを明らかにすることが妥当である｡｣ と述べ
られているものの, 現在に至るまで調整が行わ
れることはなかった (品川 [����], ���頁)｡
また, 昭和��年５月��日に日本会計研究学会税



��条２項における無償取引規定については法
人税法上と企業会計上の取扱いが異なる４) も

のとして, 検討すべき点がいくつも存在す

る５)｡ 本稿では, この法人税法��条２項の無
償取引規定について, 二つの論点に着目し検

討を行う｡

第一の論点は, この無償取引規定が ｢確認

的規定｣ か, ｢創設的規定｣ かというものであ

る｡ これについては, 約��年前の制定時から
学説が対立しており６), 現在の通説は創設的

規定とする見解であるものの, 必ずしも説得

力のあるものとは言い切れないという指摘７)も

あり, 現在も見解の一致をみない状況にある｡

第二の論点は, 法人税法��条２項の無償取
引規定から収益認識をする根拠を何に求める

かというものである｡ 現在, この点について

の有力学説としては ｢適正所得算出説｣ が唱

えられている８) が, 規定の立法趣旨では ｢二

段階説｣ が主張され, このほかにも現在に至

るまで複数の学説が展開されている｡ 制定よ

り法人税法��条２項に関する議論の中心は,
この無償取引から生ずる収益をめぐるもので

あり９), 現在も議論に決着がついていない論

点である｡ また, それらの学説は法人税法��
条２項の無償取引規定に関するものであり,

昭和��年以降に展開されている｡ しかし, 立
法趣旨に鑑みれば, 規定の制定以前に無償取

引から収益認識する根拠を求めることも可能

だろう｡

そこで本稿では, 上記の二点について今後

の議論の基礎を提供すべく今一度それぞれの

学説を整理するとともに, 裁判所の判決と照

らし合わせ, 判例においてどのように取り扱

われているかの検討を行う｡ これにより新た

な観点を見つけ, 今後の研究の足掛かりとし

たい｡

２. 無償取引の規定は ｢確認的規定｣
か ｢創設的規定｣ か

前述の通り, 法人税法��条２項の無償取引
規定については, 昭和��年度税制改正により
初めて明文化された｡ しかし, この規定が

｢確認的規定｣ か ｢創設的規定｣ かという根

本的な問題については現在も見解が分かれて

おり, 今後も検討が必要である��)｡
この規定について立法当局者の一人であっ

た吉牟田勲教授��) は, ｢二二条は規定の明文
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務会計特別委員会により公表された ｢企業利益
と課税所得との差異及びその調整について｣ で
は, ｢資産を無償譲渡した場合に収益が生ずる
とする法人税法の考え方を企業会計上採用する
かどうかについては, 収益の本質をいかに理解
するかの根本問題に関係するものであるから,
今後慎重に検討されるべきものと思われる｡｣
(各論一Ⅱ (�)) とも述べられている｡
４) 武田 [����] は, ｢……法人税法においては,
無償による譲渡によって収益が生ずることが明
らかにされているのに対して, 企業会計及び商
法においては, このことが明確にされていない
のである｡｣ (���頁) と指摘している｡ このほ
か, 占部 ([����], ��頁) でも同様の指摘がな
されている｡
５) 法人税法��条２項については, その性格, 根
拠, 目的, 適用範囲などについていまだ基本的
な検討が求められる問題点が多くある (金子
[����], ���頁)｡

６) この点については, 松沢 ([����], ���頁),
大淵 ([����], ��頁) を参照｡
７) この点については, 増井 ([����], ��頁) を
参照｡
８) 藤井 [����] では, ｢��条２項の 『無償譲渡』
の規定の趣旨については, 『正常な対価で取引

を行った者との間の負担の公平を維持するため
に, 無償取引からも収益が生ずることを擬制し
た創設的規定である』 との解釈, すなわち規定
の趣旨は時価取引原則に基づく適正所得算出で
あり, ��条２項は創設的規定であるとする考え
方 (適正所得算出説) が定着している｡｣ (��頁)
と述べられている｡
９) この点については, 増井 ([����], ��頁),
清永 ([����], ���頁) を参照｡��) この点については金子 ([����], ���頁) を
参照｡��) 吉牟田教授は当時, 大蔵省主税局税制第一課



化を旨として新たに設けられたものであって,

これにより従来行われていた所得計算の原則

を変更するつもりはなく, また, これにより,

納税者が不利になるようなおそれはないと考

える｡｣ (吉牟田 [����], ���頁) と述べてお
り, 法人税法��条２項の規定を確認的にとら
えている��)｡
また, 中村 [����] でも ｢旧法当時は益金
概念が広く解釈に委ねられており, シャウプ

勧告以前からつとに法人税の益金概念上当然

のこととして同様の所得計算上の考え方をと

っており, 実務上長い歴史を持っていたので

とくに明文化するまでに至らなかったのであ

り, 漸く昭和��年の法人税法の全文改正に際
し, 第��条第２項において益金の額に算入す
べき収益の額の例示として 『無償による資産

の譲渡……に係る……収益の額』 を掲げ, 規

定の整備, 明文化が行われたのである｡｣ (��
‒��頁) として実務上の慣習の存在について
触れ, 規定については確認的な立場である｡

一方で, 創設的規定であるとの主張には金

子 [����] があり, そこには以下の記述があ
る｡

｢旧法の下で, 無償譲渡から益金が生ず

ると解することは無理だったのではないか

と考える｡ 対価としての経済的価値の流入

がない点では, 無利息融資その他の無償取

引の場合も同じであるから, これらの場合

についても対価相当額の益金が生ずるとい

う解釈をとることは困難であったように思

われる｡ ……このように考えると, 現行法

人税法��条２項の規定は, 確認的規定では
なく, 無償取引の場合にも通常の対価相当

額の収益が生ずることを擬制した一種のみ

なし規定であり, 創設的規定であるという

ことになる｡｣ (���‒���頁)
つまり, 法人税法��条２項は課税の公平を
念頭においた創設的規定であるということで

ある｡ また, 村井 [����] では, 役務の無償
提供について ｢私見によれば, 現行法人税法

二二条二項の法意は, 原価の要否を問わず,

無償役務提供における帰属所得を認定する法

的根拠を示したものと解する｡ その意味では,

法人税法二二条二項における 『無償による役

務提供』 収益は, 帰属所得に関する創設規定

と解すべきであろう｡｣ (��頁) と述べられて
いる｡

岡村 [����] は, ｢……無償取引に係る収
益が認識できるのは, 寄付金規定等の別段の

定めがある場合に限られると考えている｡ つ

まり, 確かに二二条二項は無償取引にも収益

が存在しうると定め, 企業会計より広い課税

ベースを想定していることが窺えるけれど,

これだけではその算定方法や課税時期等, 無

償取引に対する課税要件規定として具体性を

著しく欠いており, 解釈論としては, せいぜ

い損金側の別段の定めを意味あるものにする

ための受動的な受け皿にとどまるといわねば

ならない｡ また, 課税ベース (法人税では所

得の範囲) は法規が創造するのであるから,

法二二条二項は創設的規定である｡｣ (���‒���
頁) と述べ, 確認的規定との解釈もあり得

る��) としながらも, 創設的規定との見解を示
している��)｡
なお, このほか資産の無償譲渡と役務の提

供を区分し, 前者については確認的規定であ
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に在籍されていた｡��) 原 [����] でも, 無償による資産の譲渡また
は役務の提供について, 従来の取扱いが変更さ
れたものではないとの見解である (���頁)｡ ��) 岡村 [����] では, ｢租税回避否認に明文の

根拠を要しない立場からは, 法二二条二項は二
段階の擬制を行う確認的規定ということになろ
う｡｣ (���頁) と述べられている｡��) また大淵 [����] でも, 無償取引規定につい
ては創設的規定とすることが租税法律主義の観
点からも妥当であり, 素直な解釈であるとの見
解が示されている (��頁)｡



り後者については創設的規定であるという見

解��) もある｡ 昭和��年度税制改正当時の資料
は極めて少なく��) この点について多くの研究
者によって検討が重ねられたとは考えにくい｡

つまり, 検討が少ないことが当時取扱いに変

更を行うつもりがなかったことを示している

のではないだろうか｡ そのように考えれば,

法人税法��条２項は確認的に定められたとの
解釈も可能だと思われる��)｡
旧法人税法時代, 企業会計と法人税法に差

異がある項目として無償取引を挙げているも

のとしては舩田 [����] がある｡ ここでは,
｢會社が, 會社所有の建物の全部又は一部を

社員又は使用人等に無償で提供して居た場合

に, 圖らずも會社は家賃として収得すべき或

る金額があると認定されて, それ丈け利益額

に加算されて課税された場合もあり……｣

(６頁) と言及されており, 実に昭和９年に

も無償取引から収益認識され課税が行われて

いたことが示されている｡ 立法趣旨として述

べられている見解と併せ, このような事実が

存在する以上, 法人税法��条２項の無償取引
規定にはやはり確認的な意味があるという可

能性を捨て切れないのではないだろうか｡

以上, 法人税法��条２項の無償取引規定に
ついて確認的規定, 創設的規定のそれぞれの

見解を整理してきたが, これらについては何

を重視するかによって結論が変わるだろう｡

立法趣旨や立法当局者の見解, 規定の制定以

前も現在と同様, 無償取引から収益認識され

課税が行われていたという事実を重視すれば,

確認的規定と位置付けられるが, 旧法時代に

無償取引の取扱いを規定した条文は存在しな

いため, 規定の創設という点を重視すれば創

設的規定ということになる｡ さらに, 旧法の

解釈として無償取引から収益認識することが

妥当であるかどうかによっても見解が分かれ

る｡ 立法当局者の見解では法人税法��条２項
の規定全体が確認的規定であるとされている

との指摘��) があるが, ��条２項の無償取引規
定が意図する全ての無償取引について旧法当

時も収益認識が行われていたとは言い切れな

い｡ 規定の内容には確認的な部分と, 創設的

な部分が混在しており, また確認, 創設とい

う概念にも若干の差異があるように思われる

からである｡

３. 収益認識の根拠について

(１) 無償取引規定の適用範囲

無償取引から収益認識をする根拠を検討す

る前提として, 収益認識する無償取引を限定

するという考え方 (以下, ｢限定説｣ という｡)

と, すべての無償取引から収益を認識すると

いう考え方 (以下, ｢無限定説��)｣ という｡)
について整理する｡

限定説は収益認識する無償取引の範囲によ

りいくつかの見解に分けることができる｡ た

とえば, 法人税法��条２項については租税回
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��) 松沢 [����] では ｢低額譲渡は同条項にとっ
て確認規定であって創設規定ではない｡｣ (���
頁) として低額譲渡について��条２項において
は確認的規定であると述べている｡ このほか,
占部 ([�����], ���頁) でも類似した主張が
なされている｡��) この点については金子 ([����], ���頁), 大
淵 ([����], ��頁) を参照｡��) 金子 [����] では, これらの見解をうけ, ま
た, 昭和��年当時の制定趣旨に関する資料が極
めて少ないことにも言及したうえで ｢この規定
が立法当局者によって確認的規定であると考え
られていたことの一つの証左である, といえる
かもしれない｡｣ (���頁) とも述べている｡

��) この点については, 金子 ([����], ���頁)
を参照｡��) ｢無限定説｣ とは, 金子 [����] により名付
けられた｡ この見解について大淵 [����] では
｢法人税法��条２項は, 資産の無償譲渡と役務
の無償提供を区別することなく同様の規定とさ
れているから, 資産の無償譲渡と同様に, 役務
の無償提供によってすべて収益を認識すると解
する見解である｡｣ (��頁) と述べられている｡



避効果が認められることから, 租税回避のた

めに無償取引が行われた場合, もしくは租税

回避を意図していないとしても, 経済的合理

性を無視したものと認められる場合に収益を

認識するという見解 (租税回避収益認識説)

がある｡ これについては批判的な見解��) もい
くつかみられる｡ この説によれば子会社救済

のために行った無償取引は収益認識できず,

偽装や瑕疵等の場合は租税回避の判断基準を

明確にすることは困難であり, 文理解釈を前

提とすれば租税法律主義の観点からも問題が

ある��) ように思われる｡
このほか, 法人税法��条２項が同法��条と
相互補完規定であると解釈される見解��) や,

｢合理的な経済目的｣ が存在する場合の理由

を示す根拠とされる考え方 (限定費用対応収

益認識説��)) なども展開されている｡ 大淵
[����] によれば, 役務の無償提供について
の学者の見解は, この説によるものが多いよ

うである (��頁)｡
無限定説は, 法人税法��条２項の無償取引
規定を, 同法��条４項に規定される ｢一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準｣ の及

ばない定めとし, 別段の定めに関係なく広く

無償取引から収益認識するという考え方であ

る｡ 金子 [����] では, ｢二二条二項の範囲
について限定を付すべきではない……無償取

引から収益を認識すべきか否かは益金サイド

の問題であって, 損金サイドでそれがどのよ

うに処理されるかとは無関係である, という

理由によるものである｡｣ (���頁) と述べら
れている｡

限定説に立脚すれば無償取引の目的を個別

に検討する必要が生じる｡ しかし, 無償取引

の目的については企業戦略の観点から明らか

にすることは困難であり, 複雑な手法を用い

ている場合など目的を一つに決定することが

不可能な場合もある｡ つまり, 限定説による

認識は理想的ではあるものの, 理論上も実務

上も困難であるため, 無償取引からは包括的

に収益認識をする必要があるだろう��)｡
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��) 租税回避収益認識説によって法人税法の本法
に否認規定としての性格を付与することは適当
ではないとするものや, ��条２項の適用範囲を
狭く限定することになるため立法趣旨に合致し
ないと指摘するものがある｡ この点について詳
しくは, 金子 ([����], ���頁) を参照｡��) しかし, 中里 [����] は, 税法に特別の否認
規定がない場合でも, 租税回避を否認すること
ができ, それは租税法律主義の観点からも問題
はないと述べている (���頁)｡ 川田 [����] で
も ｢税法上明確な否認規定がない限りこれ (租
税回避) を否認できないとすることは, 課税の
公平を基本概念とする租税法の特質上, 結果的
に大きな不公平を生じることとなり許されない
と解すべきであろう｡｣ (���頁) として同様の
主張がなされている｡��) これについては, 岡村 [����] で以下のよう
に述べられている｡ ｢もし二二条二項の無償取
引による収益の認識の部分の規定を有意味なも
のとして理解しようとすれば, この部分の規定
が働くのは, 原則に対する例外を定める 『別段
の定め』 が存在し, 適用できる場合に限られる
ことになる｡ 本項では, この考え方を狭義の限
定説とよぶ｡ たとえば, 簿価が時価よりも低い
資産が贈与された場合には, 損金側の別段の定
めである三七条五項により寄付金の額が時価で
算定されるため, 貸方側に未実現の収益を立て
ざるをえないが, そのための規定が三七条には
欠けているから, これを二二条二項によって行
うと解するのである｡｣ (５頁)｡ この場合, ��

条２項は��条より後, もしくは同時に制定され
る必要があるが, 両者とも昭和��年度税制改正
で整備された条文であり, 改正以前から行われ
ていた無償取引の取扱いについては解釈するこ
とができない｡ また, 別段の定めである��条と
の相互補完規定であると解釈することは, ��条
２項の ｢別段の定めがある場合を除き｣ という
文言と相反するように思われる｡��) 大淵 [����] は, 限定費用対応収益認識説に
ついて, 役務の無償提供が収益を生ずるのは,
相手方に対して具体的な利益を供与する目的を
もって役務の無償提供の行為形式を利用した場
合に限られると説明している (��頁)｡��) 金子 [����] はこの点について, ｢筆者も,
無限定説が二二条二項の趣旨に合致していると



(２) 22条２項における収益認識の諸学説

の整理

前述の通り, 法人税法��条２項が規定され
た昭和��年度の法人税法全文改正以降, 無償
取引規定における収益認識の根拠とされる学

説は複数展開されている｡ 昭和��年に立法趣
旨として述べられた見解は現在, ｢二段階

説��)｣ と呼ばれている｡ これは, 無償取引を
資産を譲渡する側が時価で当該資産を売却す

ることで一度収益が生じ, それを相手方に譲

渡するという二段階のプロセスで認識する方

法であり, 第一段階の時価による売却で収益

が生じると解するものである｡ なお, 清永

[����] ではこの見解について ｢有償取引同

視説��)｣ として説明している｡
吉牟田 [����] では, ｢法人が他の者と取

引を行なう場合, 全て資産は時価によって取

引されるものとして課税するというのが現在

の法人税の基本的な考え方である｡ 例えば資

産の贈与を受けた者については, 当然その資

産の時価を認識してこれを贈与するものであ

って, この贈与は資産を有償で譲渡してその

時価に相当する対価を金銭で受け取り, 直ち

にこの金銭を贈与したことと何ら変わるとこ

ろがなく, この場合はその資産の譲渡により

収益が生ずるわけであるからこれと全く同じ

ように贈与したときにその時価に相当する収

益が実現したと認められるので, これを益金

として課税することが妥当であると考えられ

るのである｡ なお, 有償, 無償の資産の譲渡

または役務の提供を特に例示しているのは一

般に譲渡代金は会計用語として 『収益』 とい

われない懸念もあるので特に掲げたものであ

る｡｣ (���頁) として立法当局者の見解が述
べられている｡ さらに原 [����] でも ｢また,
収益の額には, 無償による資産の譲渡, また

は役務の提供が例示されているが, これは,

無償譲渡等の場合には, 一旦収益が実現し,

その後にそれを贈与したとみるということで

あり, 従来の取扱と変わるものではない｡｣

(���頁) とされていることから, 制定当時は
この二段階説に相当する考え方が収益認識の

根拠として一般的であった��)｡ 加えて, 現在
も実務上は二段階説により理解がなされてい

る｡

この説によれば, 一度有償で取引を行った

ものとして譲渡を行った側に収益が生じると

考えるため, 説明として大変合理的であり,

わかりやすいといえるだろう｡ しかし, 二段

階説は擬制のもとに成立する見解である｡ 実

際には金銭の受け渡しの事実は存在しないに

もかかわらず, あたかも有償取引が行われた

かのように擬制されるため, 財政状態から現

実には不可能な企業の場合��) などには, 二段
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考える｡ 前述のように, 二二条二項の趣旨を適
正所得の算出……に求める限り, 損金面の処理
とは無関係にすべての無償取引について収益を
認識する必要があるからである｡｣ (���頁) と
述べている｡��) ｢二段階説｣ という名称は, 金子 [����] に
おいて名付けられた｡ ここでは, 二段階説に相
当する考え方について旧法時代から存在してい
たことに言及するとともに, ｢なお, ここでは
二段階説という言葉について詳述することは避
けるが, それは筆者が租税実体法上の若干の制
度ないし規定の根拠づけとして用いようと考え
ている理論である｡｣ (���頁 注７) と述べら
れている｡��) 清永 [����] では, ｢……資産の無償譲渡は,
資産の有償譲渡を行つた後, その対価を無償で
給付するに等しいから, 資産の無償譲渡の場合
にも, 有償譲渡したとしたら得られる対価相当
額を収益とするのが法��条２項の趣旨である｡
……法��条２項に対するこのような理解 (仮に
有償取引同視説) は, ……これまでにもしばし
ば述べられてきたものである｡｣ (３頁) と述べ
られている｡

��) 中川 [�����] は, 二段階説の考え方につい
て ｢これは吉牟田氏個人の考え方ではなく, 立
法当局者の統一的な説明である｡｣ (��頁) と説
明している｡��) この点について清永 [����] は, ｢現実に有
償譲渡の可能性がない場合……例えば相手方の



階説を根拠とすることが適切とは言い難い｡

また, 法人税法��条２項という課税所得の計
算上重要な規定に擬制を介入させることには

立法論の観点から批判的な見解��) もある｡
第二に, 無償取引から収益が生じると解す

る見解として ｢キャピタル・ゲイン課税説｣

がある｡ これは, 後述の ｢相互タクシー事件｣

の地裁判決 (昭和��年４月��日最判民集��巻
５号����頁) で採用されている考え方であり,
清永 [����] では ｢実体的利益存在説｣ とも
説明されている��)｡ 法人税法��条２項の無償
取引規定は, 所得税法��条及び同法��条に対
応する規定であるとし, 時価で資産を譲渡し

た者との課税の公平を図り, 取引が行われた

時点を捉えることで資産の所有期間中に発生

したキャピタル・ゲインに対する課税の無限

の延期を防止するための規定であるという考

え方��) である｡ なお, 清永 [����] でも指摘
されているように, このような考え方は法人

税法��条２項の制定より前から存在��) してい
た｡

圖子 [����] では, ｢実体的利益存在説は,
法人税法改正以前から行われていた帳簿価格

と時価との差額である未計上の値上がり益

(キャピタルゲイン) を, その利益が流出す

る際に益金として顕現させることを, ��条２
項が確認的に定めたと解するものである｡ す

なわち所得税法��条のみなし譲渡の規定と同
様に, 財産の値上益を各事業年度ではなくそ

の経済的利益が社外に流出した時に収益と認

識するとの見解である｡｣ (��頁) と述べられ
ており, 隠れたる利益を顕現させることが法

人税法��条２項に無償取引が規定された趣
旨��) であるとの見解が示されている｡
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支払能力の欠如等その他特別の事情からみて,
やむを得ず無償譲渡又は無償提供をするような
場合は, ……有償取引同視説のように, 有償譲
渡又は提供があつたものと同じように考えるこ
とについては, その現実的基盤を欠くものであ
る……｡｣ (５頁) と述べている｡��) 金子 [����] では, ｢二段階説は, 多分に技
巧的ではあるが, 無償取引の場合に収益を擬制
しそれを益金に算入することが不合理でないこ
との説明としては一応筋が通っており, 同一価
値移転説よりもはるかに説得的であると思われ
る｡｣ として二段階説を評価しつつも, ｢……筆
者は, 無償取引から収益を擬制することは後述
のように合理的であると考えるが, それを相手
方に贈与したと考える第二段階の擬制すること
には立法論として問題が多いと考える｡｣ (���
頁) と述べられている｡ また, 岡村 [����] で
も類似した見解が示されている｡ このほか, 吉
良 [����] でも別段の定め以外に擬制規定を設
けることについて否定的な見解が示されている
(���頁)｡��) 清永 [����] は, 括弧内においてこれらの見
解について ｢仮にキャピタル・ゲイン課税説,
あるいはすでに実体的な利益がキャピタル・ゲ
インとして発生しているとするものであるから,
実体的利益存在説と呼ぶことができよう｡｣ (４
頁) と述べている｡

��) 同様の見解を谷口 [����] は所得税法におけ
る譲渡所得の意義に関する判例の考え方に依拠
して, 譲渡資産の所有期間中の増加益を資産が
他に移転するのを機会に, 清算して課税すると
する考え方として ｢増加益清算課税説｣ と呼ん
でいる｡ また, この説は収益の擬制を通じて資
産の増加益が実現したこととするため, この意
味では ｢増加益実現擬制説｣ とも呼ぶこともで
きると述べている (���‒���頁)｡��) キャピタル・ゲインに対する無限の課税繰延
の防止のため, シャウプ税制によって相続・贈
与および遺贈による資産の譲渡, ならびに著し
く低い価額の対価による資産の譲渡があった場
合には, 一般的に時価による譲渡があったもの
として課税が行われていたようである｡ しかし,
これについては現在まで何度か改正がなされて
いる (金子 [����], ���頁)｡��) 碓井 [����] でも, ｢法��条２項からキャピ
タル・ゲイン課税の趣旨を読み取ることが, 法
解釈の常識を逸脱する不当な解釈であるという
わけではなかろう｡｣ (��頁) と述べられている｡
このほか, 渕 [����] でも ｢現在では, 無償に
よる資産の譲渡から益金が生じるという法人税
法二二条二項の規定は, キャピタル・ゲイン課
税の論理, または時価で譲渡した者との公平を



しかし, この説では役務の無償提供に関す

る収益認識の根拠が明確ではないという指

摘��) もあり��), さらに, キャピタル・ロスが
発生している場合の取扱いについて言及がな

いため, 一定の限界があるのではないかとい

う指摘��) もある｡
第三に, キャピタル・ゲイン課税説と同様,

無償取引から実際に収益が発生するという考

え方��) に基づき, 同一価値移転説が主張され
る｡ これは清永 [����] において以下の通り
述べられている｡

｢同一価値移転説は, 利益を受け取る側

から問題をみるのであり, たとえ有償譲渡

又は有償提供の可能性がない場合であって

も, 利益を受ける側にとって, 例えば時価

相当分又は利息相当分の利益を常に受ける

わけであるから, それに見合う収益の発生

を肯定することになるのであろう｡｣ (５頁)｡

同一価値移転説は, 無償取引の場合であっ

ても通常の対価相当額の価値が譲渡者から譲

り受ける側に移転すると考え, それをもって

収益発生の根拠とする見解である｡ 同一価値

移転説に依れば, ��条２項により無償取引か
ら認識される収益の額を時価相当額とするこ

との妥当性は主張できることになる｡ しかし,

無償により資産または役務を譲り受ける側に

一定の価値が移転することは当然であるとし

ても, そのことが譲渡者に同一価値の収益が

発生するという直接的な根拠にはならないと

の指摘もある��)｡
時価相当額の収益を認識するという意味で

同様といえるキャピタル・ゲイン課税説もし

くは実体的利益存在説と, 同一価値移転説の
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確保するという説明によって正当化されている｡
所得税においても, みなし譲渡 (五九条) とい
う同趣旨の規定があることは周知の通りである｡｣
(��頁) と述べられ, キャピタル・ゲイン課税
説の立場をとっている｡��) 清永 [����] では, 役務の無償提供から利益
が発生しないことは明らかであり, キャピタル
・ゲイン課税説によって説明することはできな
いと述べられている (�‒�頁)｡ また金子 [����]
では, ｢……法人税法二二条二項は所得税法四
〇条及び五九条の規定に準じて未実現のキャピ
タル・ゲインに課税し, あるいは未実現のキャ
ピタル・ロスの控除を認めるために, 時価相当
額の益金が生ずるものと擬制したのであると説
明することが可能である｡ しかし, これは, 無
償譲渡の場合の説明とはなりえても, 無利息融
資を含む無償取引全体について収益を擬制する
ことの根拠とはなりえない｡｣ (���頁) とも指
摘されている｡��) しかし, 岡村 [����] では, 無償による役務
提供から実体的利益の発生があるのかという問
題について, 現在価値アプローチによって説明
されている｡ これによれば, 役務の無償提供に
も実体的利益が存在することになり, 実体的利
益存在説による無利息貸付課税を行うことが理
論的には可能であると述べられている｡ この点
について詳しくは, 岡村 ([����], ��‒��頁)
を参照｡��) 高梨 [����] では ｢キャピタル・ゲイン課税
説によって収益を肯定できる範囲は, 決して無
制限ではなく, 一定の限界がある｡ 第一は, 資
産の無償譲渡に関して, かつ, 帳簿価額と時価
との間に格差が存在する場合である｡ 第二は,
固定資産及び有価証券の値上がり益の実現に対
する課税に限られ, たな卸商品までは及ばない,
という射程距離である｡｣ (��頁) として, キャ
ピタル・ゲイン課税説を採ることが可能な範囲
の存在を指摘する｡

��) なおこれについては批判的な見解も存在する｡
竹下 [����] は, ｢無償又は低価による資産の
譲渡及び無償又は低価による役務の提供によっ
て, 譲渡者, 提供者側に, 時価による収益が発
生するという社会的事実は存在しないし, 一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準にも,
そのような収益の発生を擬制であると解釈する
ことは, 『○○であるとみなす』 という場合の
『○○』 が条文上に何一つ表現されていないの
であるから採用し難い解釈である｡｣ (���頁)
として収益の発生を否定している｡��) この点について詳しくは大淵 ([����], ��頁)
を参照｡



区分を明確にすれば, 前者は無償取引を行っ

た者の立場から考えるのであり, 後者は,

｢問題を無償取引の相手方が受け取る利益な

いし価値の大きさからみようとする見方｣

(清永 [����], ４頁) である｡ しかし, たと
えば無利息融資の場合において同一価値移転

説を採用すれば, 利息相当額の収益が提供者

側に生ずると考えることになるが, 社会通念

上理解し難い部分もあり, この点については

説明が不十分であるとの批判��) もある｡
このように, 立法当初から様々な学者によ

り収益認識の根拠が主張されてきたのである

が, 前述の通り現在は金子 [����] において
主張された ｢適正所得算出説｣ が通説となっ

ている｡ 金子 [����] では, ｢無償取引につ
いての通常の対価相当額の収益を擬制する根

拠と目的は……結局は通常の対価で取引を行

った者との公平を維持することにあると考え

る｡ ……相互に特殊関係のない独立当事者間

の取引において通常成立する筈の対価相当額

―これを 『正常対価』 ということにする―を

収益に加算しなければ, 正常対価で取引を行

った他の法人との対比において, 税負担の公

平を確保し維持することが困難になってしま

う｡ この考え方を, 本稿では, 仮に 『適正所

得算出説』 と呼ぶことにするが, 適正所得算

出説は, 資産の無償譲渡を含む各種の無償取

引を通じて収益を擬制すべきことの統一的な

説明たりうると考える｡｣ (���頁) と述べら

れ, 法人税法��条２項は税負担の公平を確保
することを目的とし創設された規定であると

主張されている｡ なお, 品川 [����] でも,
｢適正所得算出｣ という文言こそ用いられて

いないものの, 類似した見解が述べられてい

る��)｡ 淵 [����] では, ｢金子の適正所得算
出説は, 無償による資産の譲渡と無償による

役務の提供の両方を説明できるものであった｡

しかも, これまで明確にされていなかった,

(二段階説のうち第一段階の) 無償取引につ

いて通常の対価相当額の収益を擬制すること

の根拠につき, 適正所得を算出するため, と

いうシンプルで明快な回答を与えた点で画期

的なものであった｡｣ (���頁) として適正所
得算出説を評価している｡ しかし, 適正所得

算出説では無利息融資などの無償による役務

の提供の場合に, なぜ所得を擬制することが

できるのかということについては十分な説明

がなされていないという指摘もあった (岡村

[����], ��‒��頁)｡
このほか上記のいずれの学説にも該当しな

いが, 松沢 [����] では ｢法人が他の者と取
引を行なう場合, すべて資産は時価によって

取引されるべきものとして課税すると考える

という見解は, 租税回避ないし 『隠れた利益

処分』 の問題であって, 法��条の収益の問題
ではない｡ しかも, 前掲の各見解は, いずれ

も法��条２項の 『無償による資産の譲渡』 に
かかる収益性につき, 固定資産の譲渡益の問

題と, たな卸資産の売却の場合とを理論的に
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��) 金子 [����] では, ｢収益は経済的価値の流
入であると解する限り, この考え方は収益発生
の根拠として必ずしも積極的でないように思わ
れる｡ ……貸主はむしろ, 得べかりし利益を失
うのである｡｣ (���頁) と述べられている｡ ま
た大淵 [����] でも ｢……同一価値移転説は,
無償取引の相手方に一定の価値が移転して課税
されることは当然であるとしても, そのことが
譲渡者に同一の価値の収益が発生すると認識す
ることができるということの直接的な根拠には
ならないように思われる｡｣ (��頁) と述べられ
ている｡

��) 品川 [����] は, 無償取引から収益認識する
根拠として ｢……法人税法��条第２項が上記の
無償取引から収益の生ずることを明確にしてい
るのは租税回避を防止し課税の公平に期すため
に必要なことであるが, かかる計算手法は, 企
業が資産の無償譲渡に関し本来得ることのでき
る利益総額を明らかにし, 当該企業が本来負担
すべき費用の総額を明らかにするものである｡｣
(���‒���頁) と述べており, 課税の公平を重視
しているという点で ｢適正所得算出説｣ と同様
の見解である｡



区別せず, 一律に資産の譲渡の場合として立

論している点において妥当ではない｡ ……法

人税法は, ��条において益金の額に算入すべ
き収益の額の内容として 『無償による資産の

譲渡』 と規定しているが, その内には, 固定

資産の場合と, たな卸資産の場合とを包含し

て例示しているのである｡ しかし, 両者は本

質を異にし, 前者はキャピタル・ゲインであ

り, 後者は贈与による利益の処分であること

を看過してはならない｡｣ (���頁) として,
固定資産と棚卸資産の無償譲渡を明確に区

別��) している｡ そして, そのうち固定資産に
ついてはキャピタル・ゲイン課税説で説明が

可能であるとの見解をとっている｡

以上の通り, 無償取引から収益認識する見

解はいくつも存在��) しており, 論者によって
名称にも若干の差異がある｡ また, ここで詳

しくみていくことはしないが, このほかにも

いくつかの見解��),��),��) が存在している｡

学説整理を通して, 無償取引から収益認識

をする根拠とされる学説は, いずれも共通の

目的を持ったさまざまな角度からの検討の結

果であるという印象を受けた｡ たとえば一つ

の無償取引が行われた場合, 二段階説や同一

価値移転説で説明することが有効であると思

われるし, 効果としてキャピタル・ゲインを

認識し, 課税の延期を防止することが可能で

ある��)｡
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��) 碓井 [����] においても, 無償譲渡において
固定資産とたな卸資産を区別する必要があると
主張されている (��頁)｡��) なお岡村 [����] は, このように多くの見解
が示されていることについて, 有償取引同視説,
実体的利益課税説及び同一価値移転説の３つの
学説について, ｢三つの考え方は, 一つの結論
を, 何に着目して説明するか, つまり譲渡人,
又は譲受人, あるいは, 移転された資産自体に
ついて発生したキャピタル・ゲインの, いずれ
に着目して説明するかという, 説明の仕方の違
いにすぎないといいえるかもしれない｡｣ (４頁)
との見解を示している｡��) 金子 [����] は��条２項の規定について ｢前
述のように, 筆者は, この規定の直接の目的は,
適正所得の算出を通じて納税者間の公平を維持
することにあると考えるが, それは二次的では
あるが, 回避否認の目的を併せもっていると解
したい｡｣ (���頁) として租税回避否認規定と
しての効果を指摘している｡ 谷口 [����] でも,
｢法人税法��条２項は, 無償取引に関して一定
の租税回避否認効果を有することは否定できず
……, その限りで, 同族会社の行為計算否認規
定 (���条) と競合する｡｣ (���頁) と述べられ

ている｡ このほか, 石島 ([����],��頁)も参照｡��) 中川 [����] では, 法人税法��条２項そのも
のに否定的な見解も示されている｡ そもそも法
人税法��条２項自体が立法ミスなのであって,
無意味な規定であり, 実効性を有しないのでは
ないかというものである (���頁)｡ また, 藤曲
[����] では ｢法人税法��条２項における無償
取引規定は, その規定のもつ重要性からすれば
極めて簡単すぎて不備であるといわざるを得な
い｡ ……結果的に経済価値の移転が無償で行わ
れた場合のすべてが, 本規定の無償取引の範囲
に含まれるとすれば, それは, 本規定の範囲を
これまでの常識に比し大幅に拡大することを意
味する｡ そのことは, 著しく法的安定性を損う
ことになり, 租税法律主義の上からも問題であ
るといわざるを得ない｡｣ (���頁) と述べられ
ている｡��) また, 金子 [����] において, ｢一段階説｣
が提唱されている｡ ここでは ｢……二段階説の
擬制の代りに, 通常の対価相当額による取引の
みがあったという擬制 (これを仮に 『一段階説』
と呼ぶことにする) に基づいて, 取引の両当事
者を通じて一貫した調整措置を定めることが妥
当であると考える｡｣ (���頁) と説明されてい
る｡ 中里 [����] では, この一段階説を評価し,
｢この方式によれば, 無償取引による所得の振
替えが不可能となるのみならず, ……グループ
によってなされた租税回避に対しても必要十分
な対処が可能となる｡ 今後は, こうした複数の
関連企業を一体とみる考え方, 方式への移行を
はかるべきであろう｡｣ (���頁) と述べられて
いる｡��) たとえば村井 [����] では ｢無償資産譲渡の
場合は, その資産を保有期間中に価値が増加す
るが (キャピタル・ゲイン), それが社外流出
する際にその対価の有無にかかわらず, その増



では, そもそも無償取引から収益を認識す

る目的は何か｡ これは法人税法の目的, すな

わち, 課税の公平を維持することにあるので

はないだろうか｡ 上記で整理した見解は, 検

討の切り口こそ異なっているものの, 根本的

な理念として課税の公平があるという意味で

は共通であるという点は指摘しておきたい｡

４. 学説の判例による検討

本稿ではこれまで, 法人税法��条２項の無
償取引規定の性質についての学説, ならびに

無償取引規定から収益認識をする根拠とされ

る学説を整理してきた｡ 本節では, 旧法にお

いて無償取引から収益認識するという取扱い

が存在したのか, 無償取引規定の収益認識の

根拠は何に求められているかについて判例を

用いて分析を行う｡

まず, 昭和��年の法人税法改正以前に無償
取引から収益認識が行われた判決��) として注
目されるのは, ｢相互タクシー事件��)｣ なら

びに ｢京都証券取引所事件��)｣ である｡ 昭和��(����) 年の相互タクシー事件地裁判決
(昭和��年４月��日 最判民集��巻５号����
頁) では ｢割当基準日において現実に割当を

受けることができるのは当日株主名簿に記載

されている株主に限られ, たとえ株主名簿上

の株主と実質上の株主とが分裂している場合

においてもその理を異にしないことは原告の

主張する通りであるが, このように形式上株

主と実質上株主とが分裂している場合……具

体化すべき新株引受権またはその実施により

具体化した新株引受権……は本来実質的株主

に帰属すべき性質のものであり増資会社に対

して新株引受権を行使した形式的株主は少く

とも新株引受権に伴う経済的利益を実質的株

主に返還しなければならない……返還しなく

てもよいとすれば, 売買贈与その他の法律上

の原因による譲渡があつたものと認める他は

ない｡｣ と判示された｡ また, 京都証券取引

所事件地裁判決 (昭和��年７月��日 行裁例

集７巻７号����頁) においても ｢原告は当然
得べき右利息相当額の利益を失うに反し, 各

証券業者は右利息相当額の支払を免れ, 同額

の利益を得ることとなるから, これを実質的

に見ると右原告の行為に起因して, 原告から

各証券業者に右利息相当額の価値の移転があ

ったものとしなければならないからである｡｣

として, 同一価値移転説に類似した見解によ

って無利息融資から利息相当額の収益が認定

されている��)｡
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加益 (キャピタル・ゲイン) が実現されたもの
とみなされ, これに担税力を認めて課税された
のである｡ これも無償資産譲渡益に課税すべき
理論的根拠の一つではあるが, ……その前段階
として有償譲渡を観念する二段階的構成も勿論
可能である｡｣ (��頁) と述べられている｡ この
ほか淵 [����] では, 適正所得算出説について
｢無償による資産の譲渡について言えば, 資産
の時価と簿価の差額が 『適正所得』 ということ
になるのであろう｡ そうだとすると, 無償によ
る資産の譲渡についてはキャピタル・ゲイン課
税説が維持されているのではないかとも考えら
れる｡｣ (���頁) と述べられている｡��) なお, 当時親子会社間における無償取引につ
いては, 法人税法���条 (旧法��条) の同族会
社の行為計算否認の規定を適用することにより
益金を計上しているものがほとんどであった｡
この点について詳しくは金子 ([����], ���頁)
を参照｡��) 相互タクシー事件とは, 原告が未計上の新株
引受権を役員に移転したことは役員に対する経
済的利益の無償譲渡にあたるとして当該利息相

当額が益金の額に加算されたものである｡��) 京都証券取引所事件とは, 原告が無利息融資
を行ったことに対して当該利息相当額が無償で
給付されたものと認定され, 益金の額に加算さ
れ, 所得額を算定されたものである｡��) 一方で, 高裁判決 (昭和��年９月��日行集��
巻９号����頁) では, ｢課税要件事実の認定に
あたって, 行為の実質及び経済的効果を参酌考
量して租税負担の公平が図られなければならな
い｡｣ と述べつつも, ｢納税義務者, 課税標準及
び徴収手続が法律で定められることを要請する



その後, 相互タクシー事件高裁判決 (昭和��年��月��日 最判民集��巻５号����頁) で
は, 地裁で認められた無償取引から時価相当

額の収益が生ずるという判決が取り消された｡

しかし, 最高裁判決 (昭和��年６月��日 民

集��巻５号����頁) において無償取引から益
金が生ずるということが認められている��)｡
そしてこの際には, 収益認識の根拠としてキ

ャピタル・ゲイン課税説に類似する見解��) が
述べられている｡

このように, 相互タクシー事件の地裁およ

び最高裁判決, 京都証券取引所事件の地裁判

決の範囲内では, 旧法当時も無償取引から収

益認識が行われていたということができ, こ

の意味では��条２項の無償取引規定が確認的
規定であるという解釈も可能であろう��)｡

また, 二段階説を採用したとみられる判決

には, 昭和��(����) 年の ｢清水惣事件��)｣
高裁判決 (昭和��年３月��日 高判民集��巻
１号��頁) がある｡ ここでは ｢資産の無償譲
渡, 役務の無償提供は, 実質的にみた場合,

資産の有償譲渡, 役務の有償提供によつて得

た代償を無償で給付したのと同じであるとこ

ろから, 担税力を示すものとみて, 法二二条

二項はこれを収益発生事由として規定したも

のと考えられる｡｣ として, 京都証券取引所

事件の地裁判決と同様, 役務の無償提供につ

いて利息相当額の収益が認定されている｡ ま

た, ｢金銭の無利息融資がなされた場合, 貸

主はもとより利息相当額の金銭あるいは利息

債権を取得するわけではないから, それにも

かかわらず貸主に何らかの形でのこれに見合

う経済的利益の享受があつたことが認識しう

るのでなければならない｡｣ とも述べられて

おり, この判決を清永 [����] では同一価値
移転説として説明しているのである��)｡
｢南西通商株式会社事件��)｣ の地裁判決
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租税法律主義のもとにおいて, 右認定は不当に
私的自治を侵すものであってはならない｡ 殊に
他の合法的な経済目的から合法的になされた私
法上の行為まで, それが他の法形式を用いた場
合に比して課税負担の軽減をもたらすことを理
由として, 法人税法上拠るべき規定なくして,
これを否認することは許されない｡｣ として租
税法律主義の観点から原判決は取り消された｡��) 一般的に, 法律の改正前に起こった訴訟につ
いては旧法で対応するものと解されており, こ
の最高裁判決についても旧法で判断される｡ つ
まり, 最高裁判決が昭和��年以降であったとし
ても, 改正前の解釈が適用されたと考えれば,
この最高裁判決によって旧法でも資産の無償取
引から収益が生ずるという解釈がとられていた
ということができる｡��) 判決では, ｢……利益が会社より個人に移転
した時点において, 会社に未計上利益が実現し
たものとして法人税の対象となることは当然で
ある｡｣ と述べられている｡��) 金子 [����] は旧法当時の判例について, 資
産の無償譲渡について最高裁判決によって収益
が生ずるという解釈が承認されたことは認めつ
つも, これについては法人税法の改正より後に
出されたものであり, 必ずしも旧法当時資産の
無償譲渡について時価相当額の益金が生ずると
いう解釈がなされていたとは言い切れないと指
摘している (���頁)｡

��) 清水惣事件とは, 原告である親会社が子会社
に対し３年間の限定を付して無利息融資を行っ
たことについて, 当該利息相当額が寄付金と認
定され, 寄付金の損金不算入額について所得金
額に加算され課税が行われたというものである｡
この事件は地裁判決後に多くの評釈や論文が出
されたことから, 注目度の高いものであった
(淵 [����], ���頁)｡��) このように二段階説もしくは有償取引同視説
と, 同一価値移転説が同時に述べられる場合に
は経済的利益の擬制を回避できるとの見解もあ
る｡ この点について詳しくは, 谷口 ([����],���‒���頁) を参照｡��) 南西通商株式会社事件は, 実質上原告が全額
出資して設立した, 他の株主は名目上のものに
すぎない金融業等を営む南西通商株式会社 (原
告が代表取締役として経営を支配している｡)
が, 原告に対し当時保有していた株式を時価よ
り著しく低い価額で譲渡したと認定され, 原告
の所得税に対し更正処分および賦課決定処分が,
南西通商株式会社に対し法人税の更正処分がな
されたものである｡



(平成５年９月��日 最判民集��巻��号����
頁) では ｢ところで, 資産譲渡にかかる法人

税は, 法人が資産を保有していることについ

て当然に課税されるのではなく, その資産が
・・・・・

有償譲渡された場合に顕在化する資産の値上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

がり益に着目して精算的に課税がされる性質
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のものであり, 無償譲渡の場合には, 外部か
・・・

らの経済的な価値の流入はないが, 法人は譲

渡時まで当該資産を保有していたことにより,

有償譲渡の場合に値上がり益として顕在化す

る利益を保有していたものと認められ, 外部

からの経済的な価値の流入がないことのみを

もって, 値上がり益として顕在化する利益に

対して課税されないということは, 税負担の

公平の見地から認められない｡ したがって,
・・・・・

同項は, 正常な対価で取引を行った者との間
・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

の負担の公平を維持するために, 無償取引か
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・

らも収益が生ずることを擬制した創設的な規
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

定と解される｡｣ (圏点―筆者) とされており,
・・・・・・

これはキャピタル・ゲイン課税説および適正

所得算出説の影響を受けたとみられる｡

このように, 判例の中で収益認識の根拠と

して統一的な学説が示されているということ

はなく, かつ南西通商株式会社事件の地裁判

決のように二つの学説によって説明がなされ

ることもある｡ このことは, 学説ごとに検討

の観点が違うだけで, 根本にある理念が同じ

であることを示しているように思われる｡

また, 法人税法��条２項の無償取引規定に
関するいずれの学説にも依らないものとして,

旧法時代の相互タクシー地裁判決を概観すれ

ば, ｢実質課税の原則｣ を重視したと思われ

る判示がなされている��)｡

５. まとめ

本稿では, 法人税法��条２項の無償取引規
定について, 確認的規定であるか創設的規定

であるか, 無償取引から収益認識する根拠は

何かというかねてより俎上に載せられてきた

論点について改めて検討を行った｡

規定については, その立法趣旨や立法当局

者の見解, 規定の制定以前も現在と同様課税

が行われていた事実が存在する点を重視すれ

ば, 確認的規定と位置付けられる｡ しかし,

旧法時代に無償取引の取扱いを規定した条文

は存在せず, 規定の創設という点を重視すれ

ば創設的規定ということになる｡ このように,

規定を異なった切り口で捉えれば, 当然見解

が分かれることになる｡ 相互タクシー事件の

地裁判決, 京都証券取引所事件の地裁判決か

ら判断すれば, 旧法において無償取引から収

益認識するという解釈は一部認められたとい

ってよいが, 判例も少ないため, 無償取引規

定に含まれていると解される全ての内容が以

前から行われているとは限らない｡ つまり,

旧法時代一貫して無償取引から収益認識が行

われていたとは言い切れない｡ よって, 法人

税法��条２項に示された無償取引規定につい
ては, 規定そのものについて確認的規定か創

設的規定かという二者択一の問題として捉え

るのは適切ではない｡

さらに, 収益認識の根拠として主張される

学説を整理し, これらの学説はそれぞれ相互

排他的なものではなく, 根底に課税の公平と

いう理念があるという点について共通である

ことを指摘した｡ また, 判例においても統一

的な説明がなされておらず, 有力な学説の影

響を受けたとみられる判決もある｡ そこで,

法人税法��条２項の制定以前はどのような観
点から無償取引に対して課税が行われたのか

という検討を行ったところ, 相互タクシー事

件の地裁判決では実質課税の原則を念頭に置

法人税法における無償取引規定の性質および収益認識の根拠について ���

��) また, 京都証券取引所事件の地裁判決や清水
惣事件の高裁判決においても, 学説と同時に実
質課税を重視した判断がなされているようであ
る｡



いたともとれる判示が見受けられた｡ なお,

実質課税を重視する思考はその後の無償取引

に関する判決においても他の学説と併せて示

されており, 法人税法��条２項の無償取引規
定については実質課税の原則を明文化したと

いう解釈も考えられるのではないだろうか｡
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